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特例認定 NPO 法人子ども支援センターつなっぐ 

 

報道関係各位 

 

CAC（Children’s Advocacy Center）設置・運営支援に関する要望書を提出 

 

被虐待児支援等を推進する NPO 団体、医療機関など 9 者（注）は、2023 年 12 月 15 日、虐待等を受け
た子どもの専門的なサポートを実施するため、「CAC(Children’s Advocacy Center)の設置・運営支援を要
望する連盟の要望書（以下、「本要望書」）を内閣総理大臣、法務大臣、内閣府特命担当大臣（こども政策
担当）に提出しました。 
 

■本要望書提出の趣旨 

 2023 年（令和 5 年）6 月 16 日、参議院本会議で可決・成立した刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する
法律において、「被害者等の聴取結果を記録した録音・録画記録媒体に係る証拠能力」に関して刑事訴訟
法３２１条の３が新設され、一定の要件の下、この録音・録画記録媒体を伝聞法則の例外として、被告人
の同意がなくても刑事裁判の証拠とすることできるとされました。 
 この改正は、「司法面接」が虐待を受けた子どもの負担軽減となりうるものを後押ししております。 
 一方で、2015 年 10 月 28 日の通知・通達によって、警察・検察・児童相談所が実施してきた「協同面
接」「代表者聴取」と呼ばれる「司法面接」が実践されていますが、異動や配置換え等により「司法面接」
の技能の維持や工場が難しい状況にあります。 
 米国では司法面接の７－８割が『子どもの権利擁護センター（Children’s Advocacy Center, Child 
Advocacy Center: CAC）』でおこなわれており、全米で 950 の CAC が設置されています（2023 年 11 月
10 日時点）。CAC で専門的な訓練や研鑽を積んだ司法面接者が「司法面接」を実施し、CAC 内で共有さ
れ、専門的訓練を受けた医師により『系統的全身診察』を行い、精神科医／心理士が心のケアを行い、そ
こに子どもがいけば、ワンストップで虐待等について、包括的に詳細な精査・評価（アセスメント）・治
療を受けることが可能です。 
 日本においても、米国と同様に専門機関として、CAC が設置され、運営の支援を国が行うことが必要
です。 
 
■本要望書の内容 
  １ 人権侵害を受けた子どもたちを支援するには、大人の制度を当てはめるのではなく、子どもの

ための制度（CAC）が必要。 
  ２ CAC 運営にかかる費用は、子どもに支払い能力がなく、保護者による支払いは中立性に疑義が

生じるため、寄附金だけなく、税金の投入が必要。 
  ３ 日本においても、専門機関としての CAC の設置及び運営の支援を国の施策として推進を要望 
 
本要望書の詳細は別紙をご参照ください。 
 
注）本要望書を提出した 9 者は、以下のとおりです。 
 あいち小児保健医療総合センター、茨城県立こども病院、認定特定非営利活動法人チャイルドファー
ストジャパン、特例認定 NPO 法人子ども支援センターつなっぐ、神奈川県立こども医療センター、聖マ
リアンナ医科大学、仙台市立病院、兵庫県立尼崎総合医療センター、一般社団法人日本フォレンジックヒ
ューマンケアセンター、 
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